
大田市地域包括支援センター規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

令和６年３月２５日 

 

                  大田市長  

 

大田市規則第１５号 

大田市地域包括支援センター規則の一部を改正する規則 

大田市地域包括支援センター規則（平成１８年大田市規則第１５号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１１５条の３９」を「第１１５条の４６」に改める。 

第２条第１項の表中「ロ１，１１１番地」を「イ１２８番地」に改

める。 

第３条第１項第２号を次のように改める。 

⑵ 地域ケア会議の専門部会（個別ケース検討会議）を開催し、検

討会議により抽出された課題を、地域ケア会議（推進会議）へ繋

げること。 

第３条第１項第７号を削る。 

第６条中「所長」を「センター長」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


